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次

�

ペ
ー
ジ

規

則

〇
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
財　

政　

課
）　
　

一

〇
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
医
療
政
策
課
）　
　

二

告

示

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定�

（
医
療
政
策
課
）　

一
〇

〇
令
和
六
年
度
牛
伝
染
性
リ
ン
パ
腫
の
検
査
の
実
施�

（
家
畜
防
疫
対
策
室
）　

一
〇

〇
令
和
六
年
度
ブ
ル
セ
ラ
症
及
び
結
核
の
検
査
の
実
施�

（　
　

同　
　

）　

一
一

〇
令
和
六
年
度
ヨ
ー
ネ
病
の
検
査
の
実
施�

（　
　

同　
　

）　

一
一

〇
令
和
六
年
度
ア
カ
バ
ネ
病
の
検
査
の
実
施�

（　
　

同　
　

）　

一
一

〇
令
和
六
年
度
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
検
査
の
実
施�
（　
　

同　
　

）　

一
二

〇
令
和
六
年
度
豚
熱
及
び
ア
フ
リ
カ
豚
熱
の
検
査
の
実
施�
（　
　

同　
　

）　

一
二

〇
令
和
六
年
度
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
検
査
の
実
施�

（　
　

同　
　

）　

一
二

〇
令
和
六
年
度
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の

検
査
の
実
施�

（　
　

同　
　

）　

一
二

〇
令
和
六
年
度
牛
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
症
、
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
病
、
馬
パ
ラ
チ
フ
ス
、
豚

ブ
ル
セ
ラ
症
の
検
査
の
実
施�

（　
　

同　
　

）　

一
三

〇
令
和
六
年
度
腐
蛆そ

病
の
検
査
の
実
施�

（　
　

同　
　

）　

一
三

〇
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
く
注
射
の
実
施�

（　
　

同　
　

）　

一
三

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分�

（
農
村
整
備
課
）　

一
四

〇
林
業
種
苗
法
に
基
づ
く
生
産
事
業
者
の
登
録�

（
森
林
整
備
課
）　

一
四

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定�

（　
　

同　
　

）　

一
四

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
二
件
）�

（　
　

同　
　

）　

一
四

〇
平
成
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
号
（
地
方
公
所
の
指
定
）
の
一
部
改
正�

（
会　

計　

課
）　

一
五

公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了�

（
建
築
宅
地
課
）　

一
五

人
事
委
員
会

〇
第
百
十
一
回
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
の
実
施�

一
五

〇
第
百
十
二
回
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
の
実
施�

一
五

〇
第
百
十
三
回
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
の
実
施�

一
五

監
査
委
員

〇
定
期
監
査
の
結
果
の
公
表�

一
五

規

則

　

手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
号

　
　
　
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
技
能
検
定
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
若
年
者
に
係
る
手
数
料
の
減
免
）

５�　

知
事
は
、
表
二
百
三
十
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三

百
十
九
号
）
別
表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
を
除
く
。）
が
、
受
け
よ
う
と
す
る
試
験
が
実

施
さ
れ
る
日
の
属
す
る
年
度
の
四
月
一
日
に
お
い
て
二
十
三
歳
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
三
級
の
実
技
試
験
に
係
る

手
数
料
に
限
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
免
す
る
も
の
と
す
る
。

　

一�　

受
検
を
申
請
す
る
日
に
お
い
て
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
被
保
険
者
で
あ
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
被
保
険
者
」
と
い
う
。）（
表
二
百
三
十
の
項
の
下
欄
一
ロ
に

規
定
す
る
在
校
生
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
在
校
生
」
と
い
う
。）
を
除
く
。）　

九
千
円

　

二　

在
校
生
（
被
保
険
者
を
除
く
。）　

四
千
五
百
円

　

三�　

被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
在
校
生
で
あ
る
者　

九
千
円
（
機
械
検
査
又
は
婦
人
子
供
服
製
造
の
職
種
の
試

験
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
千
二
百
円
、
和
裁
、
テ
ク
ニ
カ
ル
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
、
機
械
・

プ
ラ
ン
ト
製
図
又
は
電
気
製
図
の
職
種
の
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
六
千
円
）

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者　

四
千
五
百
円
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
号

　
　
　
医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

医
療
法
施
行
細
則
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。　

　

第
二
条
第
一
項
中
第
三
十
号
の
十
四
を
第
三
十
号
の
二
十
六
と
し
、
第
三
十
号
の
十
三
を
第
三
十
号
の
二
十
五
と

し
、
第
三
十
号
の
十
二
の
次
に
次
の
十
二
号
を
加
え
る
。

　

三�

十
の
十
三　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
の
指
定
の
申
請　

特
定
地
域
医
療

提
供
機
関
（
Ｂ
水
準
）
指
定
申
請
書
（
様
式
第
三
十
号
の
十
三
）

　

三�

十
の
十
四　

法
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
の
指
定
に
係
る
業
務
の
変
更
承
認

の
申
請　

特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
（
Ｂ
水
準
）
の
指
定
に
係
る
業
務
の
変
更
承
認
申
請
書
（
様
式
第
三
十
号
の

十
四
）

　

三�

十
の
十
五　

法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
連
携
型
特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
の
指
定
の
申
請　

連
携
型

特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
（
連
携
Ｂ
水
準
）
指
定
申
請
書
（
様
式
第
三
十
号
の
十
五
）

　

三�

十
の
十
六　

法
第
百
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
連
携
型
特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
の
指
定
に
係
る
業
務
の
変
更
承
認
の
申
請　

連
携
型
特
定
地
域
医
療
提
供

機
関
（
連
携
Ｂ
水
準
）
の
指
定
に
係
る
業
務
の
変
更
承
認
申
請
書
（
様
式
第
三
十
号
の
十
六
）

　

三�

十
の
十
七　

法
第
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
向
上
集
中
研
修
機
関
の
指
定
の
申
請　

技
能
向
上
集
中

研
修
機
関
（
Ｃ－

１
水
準
）
指
定
申
請
書
（
様
式
第
三
十
号
の
十
七
）

　

三�

十
の
十
八　

法
第
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
技
能
向
上
集
中
研
修
機
関
の
指
定
に
係
る
業
務
の
変
更
承
認
の
申
請　

技
能
向
上
集
中
研
修
機
関
（
Ｃ－

１

水
準
）
の
指
定
に
係
る
業
務
の
変
更
承
認
申
請
書
（
様
式
第
三
十
号
の
十
八
）

　

三�

十
の
十
九　

法
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
高
度
技
能
研
修
機
関
の
指
定
の
申
請　

特
定
高
度
技
能

研
修
機
関
（
Ｃ－

２
水
準
）
指
定
申
請
書
（
様
式
第
三
十
号
の
十
九
）

　

三�

十
の
二
十　

法
第
百
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
特
定
高
度
技
能
研
修
機
関
の
指
定
に
係
る
業
務
の
変
更
承
認
の
申
請　

特
定
高
度
技
能
研
修
機
関
（
Ｃ－

２

水
準
）
の
指
定
に
係
る
業
務
の
変
更
承
認
申
請
書
（
様
式
第
三
十
号
の
二
十
）

　

三�

十
の
二
十
一　

法
第
百
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
労
働
時
間
短
縮
計
画
の
変
更
の
届
出　

労
働
時
間
短
縮

計
画
変
更
届
出
書
（
様
式
第
三
十
号
の
二
十
一
）

　

三�

十
の
二
十
二　

法
第
百
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
労
働
時
間
短
縮
計
画
の
変
更
不
要
の
届
出　

労
働
時
間

短
縮
計
画
変
更
不
要
届
出
書
（
様
式
第
三
十
号
の
二
十
二
）

　

三�

十
の
二
十
三　

法
第
百
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
災
害
等
の
た
め
休
息
時
間
確
保
を
行
わ
な
い
こ
と
の
許

可
の
申
請　

災
害
等
の
た
め
休
息
時
間
確
保
を
行
わ
な
い
こ
と
の
許
可
申
請
書
（
様
式
第
三
十
号
の
二
十
三
）

　

三�

十
の
二
十
四　

法
第
百
二
十
三
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
災
害
等
の
た
め
休
息
時
間
確
保
を
行
わ
な
い

こ
と
の
届
出　

災
害
等
の
た
め
休
息
時
間
確
保
を
行
わ
な
い
こ
と
の
届
出
書
（
様
式
第
三
十
号
の
二
十
四
）

　

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
、
第
五
号
、
第
六
号
」
に
改
め
、「
第
十
八
号
か
ら
」
の
下

に
「
第
二
十
号
ま
で
、
第
二
十
三
号
か
ら
」
を
加
え
、「
第
三
十
号
の
十
三
ま
で
」
を
「
第
三
十
号
の
十
二
ま
で
、
第

三
十
号
の
二
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
三
十
号
の
十
四
」
を
「
第
三
十
号
の
十
三
か
ら
第
三
十
号
の
二
十

四
ま
で
、
第
三
十
号
の
二
十
六
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
二
項
中
「
第
三
十
号
の
十
四
」
を
「
第
三
十
号
の
二
十
六
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
号
の
十

三
」
を
「
第
三
十
号
の
二
十
五
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
十
号
の
二
ま
で
の
様
式
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
号
の
三
中
「，

」
を
「、

」
に
、「の

監
査
報
告
書

」
を
「の

監
査
報
告
書

（特
定
地
域
医
療
連
携
推

進
法
人
の
場
合
は
不
要
。

）」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
号
の
四
か
ら
様
式
第
三
十
号
の
十
二
ま
で
の
様
式
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
号
の
十
四
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
十
号
の
二
十
六
と
す
る
。

　

様
式
第
三
十
号
の
十
三
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
十
号
の
二
十
五
と
す
る
。

　

様
式
第
三
十
号
の
十
二
の
次
に
次
の
十
二
様
式
を
加
え
る
。
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様
式
第
30号
の
13

特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
（
Ｂ
水
準
）
指
定
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
開
設
者
の
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
開
設
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
�

事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

�
電
話
　
　
　
　
（
　
　
　
）
　
　
　
　
　

　
医
療
法
第
113条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
（
Ｂ
水
準
）
の
指
定
を
受
け
た
い
の
で
、

次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

１
　
開
設
者
の
住
所
及
び
氏
名

住
所

〒

氏
名

　

　
（
注
�）
開
設
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、「
住
所
」
欄
に
は
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
、「
氏
名
」
欄

に
は
法
人
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

２
　
指
定
を
予
定
す
る
医
療
機
関

管
理
者
の
氏
名

名
称

所
在
の
場
所

３
　
医
療
法
第
113条

第
１
項
の
指
定
に
か
か
る
業
務
の
内
容
（
該
当
す
る
条
項
に
○
を
記
入
）

第
１
号
　
救
急
医
療

第
２
号
　
居
宅
等
に
お
け
る
医
療

第
３
号
　
地
域
に
お
い
て
当
該
病
院
又
は
診
療
所
以
外
で
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
な
医
療

添
付
資
料

　
１
　
医
師
労
働
時
間
短
縮
計
画
（
案
）

　
２
　
医
療
法
第
113条

第
１
項
の
指
定
に
係
る
業
務
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
３
　
医
療
法
第
113条

第
３
項
第
２
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
４
　
医
療
法
第
113条

第
３
項
第
３
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

　
５
　
医
療
法
第
132条

の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
同
法
第
131条

第
１
項
第
１
号
の
評
価
の
結
果
を
示
す
書
類

�
別
紙

医
療
法
第
113条

第
１
項
の
指
定
に
係
る
業
務
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
　
※
申
請
書
の
３
が
「
第
１
号
　
救
急
医
療
」
の
場
合
の
み
必
要

医
療
機
関
名

　

救
急
医
療
機
関
の
指
定
等

三
次
救
急
医
療
機
関

二
次
救
急
医
療
機
関

　
　
※
該
当
す
る
方
に
〇
を
記
入
。
二
次
救
急
医
療
機
関
の
場
合
は
下
記
を
記
入
。

年
間
救
急
車
受
入
件
数

件

年
間
で
の
夜
間
・
休
日
・
時
間
外
入
院
人
数

人

備
考

　
　
　
※
前
年
１
～
12月
実
績
を
基
本
と
す
る
。



第482号　令和６年３月１日　金曜日 （4）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
30号
の
14

特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
（
Ｂ
水
準
）
の
指
定
に
係
る
業
務
の
変
更
承
認
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
開
設
者
の
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
開
設
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
�

事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

�
電
話
　
　
　
　
（
　
　
　
）
　
　
　
　
　

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
第
　
　
号
に
て
特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
と
し
て
受
け
た
指
定
に
係
る
業
務
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
医
療
法
第
116条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
変
更
を
承
認
さ
れ
る

よ
う
申
請
し
ま
す
。

１
　
開
設
者
の
住
所
及
び
氏
名

住
所

〒

氏
名

　

　
（
注
�）
開
設
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、「
住
所
」
欄
に
は
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
、「
氏
名
」
欄

に
は
法
人
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

２
　
指
定
を
受
け
た
医
療
機
関

管
理
者
の
氏
名

名
称

所
在
の
場
所

３
　
医
療
法
第
113条

第
１
項
の
指
定
を
受
け
た
業
務
の
内
容
（
該
当
す
る
条
項
に
○
を
記
入
）

第
１
号
　
救
急
医
療

第
２
号
　
居
宅
等
に
お
け
る
医
療

第
３
号
　
地
域
に
お
い
て
当
該
病
院
又
は
診
療
所
以
外
で
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
な
医
療

４
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
等

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
更
後
の
事
項

変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由

添
付
資
料

　
１
　
医
師
労
働
時
間
短
縮
計
画
（
変
更
の
案
）

　
２
　
医
療
法
第
113条

第
１
項
の
指
定
に
係
る
業
務
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
３
　
医
療
法
第
113条

第
３
項
第
２
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
４
　
医
療
法
第
113条

第
３
項
第
３
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

　
５
　
医
療
法
第
132条

の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
同
法
第
131条

第
１
項
第
１
号
の
評
価
の
結
果
を
示
す
書
類

�
別
紙

医
療
法
第
113条

第
１
項
の
指
定
に
係
る
業
務
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
　
※
申
請
書
の
３
が
「
第
１
号
　
救
急
医
療
」
の
場
合
の
み
必
要

医
療
機
関
名

　

救
急
医
療
機
関
の
指
定
等

三
次
救
急
医
療
機
関

二
次
救
急
医
療
機
関

　
　
※
該
当
す
る
方
に
〇
を
記
入
。
二
次
救
急
医
療
機
関
の
場
合
は
下
記
を
記
入
。

年
間
救
急
車
受
入
件
数

件

年
間
で
の
夜
間
・
休
日
・
時
間
外
入
院
人
数

人

備
考

　
　
　
※
前
年
１
～
12月
実
績
を
基
本
と
す
る
。



（5）　令和６年３月１日　金曜日 第482号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
30号
の
15

連
携
型
特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
（
連
携
Ｂ
水
準
）
指
定
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
開
設
者
の
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
開
設
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
�

事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

�
電
話
　
　
　
　
（
　
　
　
）
　
　
　
　
　

　
医
療
法
第
118条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
連
携
型
特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
（
連
携
Ｂ
水
準
）
の
指
定
を
受
け

た
い
の
で
、
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

１
　
開
設
者
の
住
所
及
び
氏
名

住
所

〒

氏
名

　

　
（
注
�）
開
設
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、「
住
所
」
欄
に
は
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
、「
氏
名
」
欄

に
は
法
人
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

２
　
指
定
を
予
定
す
る
医
療
機
関

管
理
者
の
氏
名

名
称

所
在
の
場
所

添
付
資
料

　
１
　
医
師
労
働
時
間
短
縮
計
画
（
案
）

　
２
　
医
療
法
第
118条

第
１
項
の
指
定
に
係
る
派
遣
の
実
施
に
関
す
る
書
類

　
３
�　
医
療
法
第
118条

第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
113条

第
３
項
第
２
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
４
�　
医
療
法
第
118条

第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
113条

第
３
項
第
３
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

　
５
　
医
療
法
第
132条

の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
同
法
第
131条

第
１
項
第
１
号
の
評
価
の
結
果
を
示
す
書
類

�
別
紙

医
療
法
第
118条

第
１
項
の
指
定
に
係
る
派
遣
の
実
施
に
関
す
る
書
類

医
療
機
関
名

派
遣
先
医
療
機
関

通
し
番
号

医
療
機
関
名

所
在
市
町
村
※

備
考

　
※
宮
城
県
以
外
の
市
町
村
の
場
合
、
都
道
府
県
名
か
ら
記
載



第482号　令和６年３月１日　金曜日 （6）宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
30号
の
16

連
携
型
特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
（
連
携
Ｂ
水
準
）
の
指
定
に
係
る
業
務
の
変
更
承
認
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
開
設
者
の
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
開
設
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
�

事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

�
電
話
　
　
　
　
（
　
　
　
）
　
　
　
　
　

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
第
　
　
号
に
て
連
携
型
特
定
地
域
医
療
提
供
機
関
と
し
て
受
け
た
指
定
に
係
る
業
務

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
医
療
法
第
118条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
同
法

第
116条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
変
更
を
承
認
さ
れ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。

１
　
開
設
者
の
住
所
及
び
氏
名

住
所

〒

氏
名

　

　
（
注
�）
開
設
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、「
住
所
」
欄
に
は
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
、「
氏
名
」
欄

に
は
法
人
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

２
　
指
定
を
受
け
た
医
療
機
関

管
理
者
の
氏
名

名
称

所
在
の
場
所

３
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
等

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
更
後
の
事
項

変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由

添
付
資
料

　
１
　
医
師
労
働
時
間
短
縮
計
画
（
変
更
の
案
）

　
２
　
医
療
法
第
118条

第
１
項
の
指
定
に
係
る
派
遣
の
実
施
に
関
す
る
書
類

　
３
�　
医
療
法
第
118条

第
２
項
に
よ
り
準
用
す
る
同
法
第
113条

第
３
項
第
２
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
４
�　
医
療
法
第
118条

第
２
項
に
よ
り
準
用
す
る
同
法
第
113条

第
３
項
第
３
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

　
５
�　
医
療
法
第
132条

の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
同
法
第
131条

第
１
項
第
１
号
の
評
価
の
結
果
を
示
す
書
類

様
式
第
30号
の
17

技
能
向
上
集
中
研
修
機
関
（
Ｃ
－
１
水
準
）
指
定
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
開
設
者
の
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
開
設
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
�

事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

�
電
話
　
　
　
　
（
　
　
　
）
　
　
　
　
　

　
医
療
法
第
119条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
技
能
向
上
集
中
研
修
機
関
（
Ｃ
－
１
水
準
）
の
指
定
を
受
け
た
い
の
で
、

次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

１
　
開
設
者
の
住
所
及
び
氏
名

住
所

〒

氏
名

　

　
（
注
�）
開
設
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、「
住
所
」
欄
に
は
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
、「
氏
名
」
欄

に
は
法
人
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

２
　
指
定
を
予
定
す
る
医
療
機
関

管
理
者
の
氏
名

名
称

所
在
の
場
所

３
　
医
療
法
第
119条

第
１
項
の
指
定
に
か
か
る
業
務
の
内
容
（
該
当
す
る
条
項
に
○
を
記
入
）

第
１
号
　
医
師
法
第
16条
の
２
第
１
項
の
臨
床
研
修
に
係
る
業
務

第
２
号
　
医
師
法
第
16条
の
11第
１
項
の
研
修
に
係
る
業
務

添
付
資
料

　
１
　
医
師
労
働
時
間
短
縮
計
画
（
案
）

　
２
　
医
療
法
第
119条

第
１
項
の
指
定
に
係
る
業
務
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
３
�　
医
療
法
第
119条

第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
113条

第
３
項
第
２
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
４
�　
医
療
法
第
119条

第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
113条

第
３
項
第
３
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

　
５
　
医
療
法
第
132条

の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
同
法
第
131条

第
１
項
第
１
号
の
評
価
の
結
果
を
示
す
書
類



（7）　令和６年３月１日　金曜日 第482号宮　　城　　県　　公　　報
様
式
第
30号
の
18技
能
向
上
集
中
研
修
機
関
（
Ｃ
－
１
水
準
）
の
指
定
に
係
る
業
務
の
変
更
承
認
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
開
設
者
の
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
開
設
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
�

事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

�
電
話
　
　
　
　
（
　
　
　
）
　
　
　
　
　

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
第
　
　
号
に
て
技
能
向
上
集
中
研
修
機
関
と
し
て
受
け
た
指
定
に
係
る
業
務
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
医
療
法
第
119条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
同
法
第
116条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
変
更
を
承
認
さ
れ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。

１
　
開
設
者
の
住
所
及
び
氏
名

住
所

〒

氏
名

　

　
（
注
�）
開
設
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、「
住
所
」
欄
に
は
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
、「
氏
名
」
欄

に
は
法
人
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

２
　
指
定
を
受
け
た
医
療
機
関

管
理
者
の
氏
名

名
称

所
在
の
場
所

３
　
医
療
法
第
119条

第
１
項
の
指
定
を
受
け
た
業
務
の
内
容
（
該
当
す
る
条
項
に
○
を
記
入
）

第
１
号
　
医
師
法
第
16条
の
２
第
１
項
の
臨
床
研
修
に
係
る
業
務

第
２
号
　
医
師
法
第
16条
の
11第
１
項
の
研
修
に
係
る
業
務

４
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
等

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
更
後
の
事
項

変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由

添
付
資
料

　
１
　
医
師
労
働
時
間
短
縮
計
画
（
変
更
の
案
）

　
２
　
医
療
法
第
119条

第
１
項
の
指
定
に
係
る
業
務
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
３
�　
医
療
法
第
119条

第
２
項
に
よ
り
準
用
す
る
同
法
第
113条

第
３
項
第
２
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
４
�　
医
療
法
第
119条

第
２
項
に
よ
り
準
用
す
る
同
法
第
113条

第
３
項
第
３
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

　
５
　
医
療
法
第
132条

の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
同
法
第
131条

第
１
項
第
１
号
の
評
価
の
結
果
を
示
す
書
類

様
式
第
30号
の
19

特
定
高
度
技
能
研
修
機
関
（
Ｃ
－
２
水
準
）
指
定
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
開
設
者
の
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
開
設
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
�

事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

�
電
話
　
　
　
　
（
　
　
　
）
　
　
　
　
　

　
医
療
法
第
120条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、特
定
高
度
技
能
研
修
機
関（
Ｃ
－
２
水
準
）の
指
定
を
受
け
た
い
の
で
、

次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

１
　
開
設
者
の
住
所
及
び
氏
名

住
所

〒

氏
名

　

　
（
注
�）
開
設
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、「
住
所
」
欄
に
は
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
、「
氏
名
」
欄

に
は
法
人
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

２
　
指
定
を
予
定
す
る
医
療
機
関

管
理
者
の
氏
名

名
称

所
在
の
場
所

３
　
医
療
法
第
120条

第
１
項
の
指
定
に
か
か
る
対
象
分
野
（
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
む
）

内
科
　
　
　
　
　
小
児
科
　
　
　
　
皮
膚
科
　
　
　
　
精
神
科
　
　
　
　
外
科

整
形
外
科
　
　
　
産
婦
人
科
　
　
　
眼
科
　
　
　
　
　
耳
鼻
咽
喉
科
　
　
泌
尿
器
科

脳
神
経
外
科
　
　
放
射
線
科
　
　
　
麻
酔
科
　
　
　
　
病
理
　
　
　
　
　
臨
床
検
査

救
急
科
　
　
　
　
形
成
外
科
　
　
　
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
　
　
　
　
総
合
診
療

添
付
資
料

　
１
　
 　
医
師
労
働
時
間
短
縮
計
画
（
案
）

　
２
－１
　
医
療
法
第
120条

第
１
項
の
指
定
に
係
る
業
務
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
２
－２
　
医
療
法
第
120条

第
１
項
の
確
認
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
３
　
 　
医
療
法
第
120条

第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
113条

第
３
項
第
２
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
４
　
 　
医
療
法
第
120条

第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
113条

第
３
項
第
３
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

　
５
　
 　
医
療
法
第
132条

の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
同
法
第
131条

第
１
項
第
１
号
の
評
価
の
結
果
を
示
す
書
類
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様
式
第
30号
の
20特
定
高
度
技
能
研
修
機
関
（
Ｃ
－
２
水
準
）
の
指
定
に
係
る
業
務
の
変
更
承
認
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
開
設
者
の
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
開
設
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
�

事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

�
電
話
　
　
　
　
（
　
　
　
）
　
　
　
　
　

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
第
　
　
号
に
て
特
定
高
度
技
能
研
修
機
関
と
し
て
受
け
た
指
定
に
係
る
業
務
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
医
療
法
第
120条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
同
法
第
116条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
変
更
を
承
認
さ
れ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。

１
　
開
設
者
の
住
所
及
び
氏
名

住
所

〒

氏
名

　

　
（
注
�）
開
設
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、「
住
所
」
欄
に
は
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
、「
氏
名
」
欄

に
は
法
人
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

２
　
指
定
を
受
け
た
医
療
機
関

管
理
者
の
氏
名

名
称

所
在
の
場
所

３
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
等

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
更
後
の
事
項

変
更
し
よ
う
と
す
る
理
由

添
付
資
料

　
１
　
 　
医
師
労
働
時
間
短
縮
計
画
（
変
更
の
案
）

　
２
－１
　
医
療
法
第
120条

第
１
項
の
指
定
に
係
る
業
務
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
２
－２
　
医
療
法
第
120条

第
１
項
の
確
認
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
３
　
 　
医
療
法
第
120条

第
２
項
に
よ
り
準
用
す
る
同
法
第
113条

第
３
項
第
２
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類

　
４
　
 　
医
療
法
第
120条

第
２
項
に
よ
り
準
用
す
る
同
法
第
113条

第
３
項
第
３
号
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

　
５
　
 　
医
療
法
第
132条

の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
同
法
第
131条

第
１
項
第
１
号
の
評
価
の
結
果
を
示
す
書
類

様
式
第
30号
の
21

労
働
時
間
短
縮
計
画
変
更
届
出
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
管
理
者
の
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
管
理
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
電
話
　
　
　
　
（
　
　
　
）
　
　
　
　
　

　
〇
〇
機
関
の
指
定
に
係
る
労
働
時
間
短
縮
計
画
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
医
療
法
第
122条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
届
け
出
ま
す
。

１
　
開
設
者
の
住
所
及
び
氏
名

住
所

〒

氏
名

　

　
（
注
�）
開
設
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、「
住
所
」
欄
に
は
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
、「
氏
名
」
欄

に
は
法
人
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

２
　
指
定
を
受
け
た
医
療
機
関

管
理
者
の
氏
名

名
称

所
在
の
場
所

３
　
変
更
内
容
等

変
更
箇
所

変
更
理
由

添
付
資
料

　
・
変
更
後
の
労
働
時
間
短
縮
計
画
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様
式
第
30号
の
22

労
働
時
間
短
縮
計
画
変
更
不
要
届
出
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
管
理
者
の
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
管
理
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
電
話
　
　
　
　
（
　
　
　
）
　
　
　
　
　

　
〇
〇
機
関
の
指
定
に
係
る
労
働
時
間
短
縮
計
画
に
つ
い
て
、
見
直
し
の
た
め
の
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
変
更
す
る

必
要
が
な
い
と
認
め
た
の
で
、
医
療
法
第
122条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

１
　
開
設
者
の
住
所
及
び
氏
名

住
所

〒

氏
名

　

　
（
注
�）
開
設
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、「
住
所
」
欄
に
は
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
、「
氏
名
」
欄

に
は
法
人
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

２
　
指
定
を
受
け
た
医
療
機
関

管
理
者
の
氏
名

名
称

所
在
の
場
所

様
式
第
30号
の
23

災
害
等
の
た
め
休
息
時
間
確
保
を
行
わ
な
い
こ
と
の
許
可
申
請
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
管
理
者
の
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
管
理
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
電
話
　
　
　
　
（
　
　
　
）
　
　
　
　
　

　
医
療
法
第
123条

第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
１
項
本
文
及
び
第
２
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
休
息
時
間
の
確

保
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
、
事
前
許
可
申
請
し
ま
す
。

１
　
許
可
を
申
請
す
る
医
療
機
関

管
理
者
の
氏
名

名
称

所
在
の
場
所

２
　
休
息
及
び
代
償
休
息
の
確
保
を
行
わ
な
い
理
由

　
　
（
例
）
○
○
に
よ
り
△
△
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
り
、
休
息
時
間
の
確
保
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
。

３
　
休
息
及
び
代
償
休
息
の
確
保
を
行
わ
な
い
期
間

始
期

終
期

　
　
　
　
　
 年
 　
　
　
　
　
月
 　
　
　
　
　
日

　
　
　
　
　
 年
 　
　
　
　
　
月
 　
　
　
　
　
日
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様
式
第
三
十
一
号
か
ら
様
式
第
四
十
八
号
ま
で
の
様
式
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
医
療
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
改
正
後
の
医
療
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
一
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

大
崎
市
民
病
院
岩
出
山

分
院

大
崎
市
岩
出
山
字
下
川
原
町
八

十
四
番
地
二
十
九

令
和
六
年
三
月
一
日

令
和
九
年
二
月
二
十
八

日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
二
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

牛
伝
染
性
リ
ン
パ
腫
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
牛

四　

実
施
の
期
日

様
式
第
30号
の
24

災
害
等
の
た
め
休
息
時
間
確
保
を
行
わ
な
い
こ
と
の
届
出
書

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

�
管
理
者
の
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
管
理
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
電
話
　
　
　
　
（
　
　
　
）
　
　
　
　
　

　
医
療
法
第
123条

第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
１
項
本
文
及
び
第
２
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
休
息
時
間
の
確

保
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
た
め
、
次
の
と
お
り
、
事
後
届
出
し
ま
す
。

１
　
届
出
医
療
機
関

管
理
者
の
氏
名

名
称

所
在
の
場
所

２
　
休
息
及
び
代
償
休
息
の
確
保
を
行
わ
な
か
っ
た
理
由

　
　
（
例
）
○
○
に
よ
り
△
△
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
り
、
休
息
時
間
の
確
保
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
。

３
　
休
息
及
び
代
償
休
息
の
確
保
を
行
わ
な
か
っ
た
期
間

始
期

終
期

　
　
　
　
　
 年
 　
　
　
　
　
月
 　
　
　
　
　
日

　
　
　
　
　
 年
 　
　
　
　
　
月
 　
　
　
　
　
日
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�　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

血
清
学
的
検
査
及
び
遺
伝
子
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
三
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

ブ
ル
セ
ラ
症
及
び
結
核
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
牛

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　

�　

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
及
び
結
核
の
清
浄
性
維
持
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
実
施
要
領
（
令
和
三
年
三
月
五
日
付
け
２
消
安
第

五
千
八
百
号
農
林
水
産
省
消
費
・
安
全
局
動
物
衛
生
課
長
通
知
）
別
紙
一
か
ら
別
紙
四
ま
で
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
四
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　

１�　

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
で
、
丸
森
町
、
山
元
町
、
利
府
町
、
大
衡
村
、

加
美
町
、
栗
原
市
（
旧
瀬
峰
町
）、
登
米
市
（
旧
豊
里
町
の
区
域
）、
気
仙
沼
市
又
は
東
松
島
市
で
飼
育
し
て
い
る

も
の
（
生
後
二
十
四
月
未
満
の
も
の
を
除
く
。）

　

２�　

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
肉
用
雌
牛
で
、
七
ヶ
宿
町
、
村
田
町
、
川
崎
町
、
仙

台
市
、
岩
沼
市
、
亘
理
町
、
大
崎
市
（
旧
松
山
町
の
区
域
）、
美
里
町
、
栗
原
市
（
旧
栗
駒
町
及
び
旧
鶯
沢
町
の

区
域
）、
石
巻
市
（
旧
北
上
町
の
区
域
）
又
は
登
米
市
（
旧
迫
町
の
区
域
）
で
飼
育
し
て
い
る
も
の
（
生
後
二
十

四
月
未
満
の
も
の
を
除
く
。）

　

３　

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

　

４�　

１
の
牛
と
同
一
施
設
内
で
繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
肉
用
雌
牛
（
生
後
二
十
四

月
未
満
の
も
の
を
除
く
。）

　

５　

共
同
牧
野
等
に
放
牧
す
る
牛

　

６　

そ
の
他
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
牛

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
五
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

ア
カ
バ
ネ
病
の
発
生
予
察

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
牛
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四　

実
施
の
期
日

　
�　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

血
清
学
的
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
六
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
（
死

体
）
の
所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
状
況
の
把
握

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
（
死
体
）
の
種
類
及
び
範
囲　

　

�　

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
対
象

と
な
る
牛
の
死
体
（
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
）。

四　

実
施
の
期
日

　
　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五　

検
査
の
方
法

　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
七
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

豚
熱
及
び
ア
フ
リ
カ
豚
熱
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
豚
及
び
い
の
し
し

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法　

　

�　

豚
熱
及
び
ア
フ
リ
カ
豚
熱
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
（
令
和
二
年
七
月
一
日
農
林
水
産
大
臣
公
表
）

に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
八
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。　　
　
　

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲　

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
豚

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

血
清
学
的
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
百
十
九
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的　

　
　

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域　

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　

�　

家
き
ん（
飼
養
羽
数
が
百
羽
以
上（
だ
ち
ょ
う
は
十
羽
以
上
）の
農
場
に
お
い
て
飼
育
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。）

の
う
ち
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

四　

実
施
の
期
日　

　

�　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　

�　

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
特
定
家
畜
伝
染
病
防
疫
指
針
（
令

和
二
年
七
月
一
日
農
林
水
産
大
臣
公
表
）
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

牛
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
症
、
ト
リ
コ
モ
ナ
ス
病
、
馬
パ
ラ
チ
フ
ス
及
び
豚
ブ
ル
セ
ラ
病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
牛
、
馬
及
び
豚

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　

�　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
、
病
性
鑑
定
指
針
（
平
成

二
十
七
年
三
月
十
三
日
付
け
二
十
六
消
安
第
四
千
六
百
八
十
六
号
農
林
水
産
省
消
費
・
安
全
局
長
通
知
）
及
び
種
畜

検
査
執
務
要
領
（
平
成
十
三
年
四
月
十
六
日
付
け
十
三
独
家
セ
第
二
百
十
七
号
独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー

理
事
長
通
知
）
に
規
定
す
る
方
法

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
一
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
の
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
（
以
下
「
検
査
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
検
査
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

腐
蛆そ

病
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

　
　

蜜
蜂
（
転
飼
及
び
定
飼
蜂
群
）
の
う
ち
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

検
査
の
方
法

　
　

臨
床
検
査
及
び
細
菌
検
査

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
二
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
監
視

伝
染
病
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
の
注
射
（
以
下
「
注
射
」
と
い
う
。）
を
実
施
す
る
の
で
、
当
該
家
畜
の
所
有
者
に

対
し
、
注
射
を
受
け
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

豚
熱
の
発
生
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　
　

県
内
一
円

三　

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲
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家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
豚
及
び
い
の
し
し

四　

実
施
の
期
日

　

�　

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
日

五　

注
射
の
方
法

　
　

豚
熱
ワ
ク
チ
ン
の
皮
下
又
は
筋
肉
内
注
射

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

大
川
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
六
年
二
月
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
四
号

　

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
生
産
事
業
者
の

登
録
を
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

登
録
番
号

生
産
事
業
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所

生
産
事
業
の
内
容

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

登
録
年
月
日

種　

穂

苗　

木

宮
城
第
二

百
九
十
六

号

有
限
会
社
鎌
田
林
業
土
木

加
美
郡
加
美
町
字
北
町
二

番
三
十
番
地
三
十
七

幼
苗
の
育

成

有
限
会
社
鎌
田
林
業
土

木加
美
郡
加
美
町
字
北
町

二
番
三
十
番
地
三
十
七

令
和
六
年
二
月

二
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
袖
浜
四
八
の
一
八

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　　
　

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
栗
駒
鳥
沢
十
二
神
五
八
の
一
、
五
八
の
二

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。　

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所
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大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
通
原
二
〇
の
一
、
二
二
の
一
、
二
四
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。　

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
大
崎
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
八
号

　

平
成
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
号
（
地
方
公
所
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
五
号
中
「
、
高
等
看
護
学
校
」
を
削
り
、「
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

　

第
十
号
中
「
女
川
高
等
学
園
」
の
下
に
「
、
秋
保
か
が
や
き
支
援
学
校
」
を
加
え
る
。

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
愛
島
台
三
丁
目
百
一
番
十
一
の
一
部
（
第
六
工

区
、
第
七
工
区
）

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

�

名
取
市　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
事
委
員
会

〇
第
百
十
一
回
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
を
別
冊
一
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

�

〇
第
百
十
二
回
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
を
別
冊
二
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

�

〇
第
百
十
三
回
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
を
別
冊
三
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
一
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
2
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
４
項
並
び
に
宮
城
県
監
査
委
員
監
査

基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
令
和
５
年
９
月
か
ら
12月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に

係
る
定
期
監
査
等
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
々
木
　
　
喜
　
　
藏
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
佐
々
木
　
　
功
　
　
悦
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
加
里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日

監
査
実
施
機
関
�

監
査
実
施
日
　
　
　

〇
総
務
部

　
地
方
機
関

　
　
仙
台
南
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
仙
台
南
地
方
支
局
を
含
む
）�

11月
21日

　
　
東
部
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
東
部
地
方
支
局
を
含
む
）�

９
月
７
日
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東
部
県
税
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
�

９
月
７
日

　
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所
（
選
挙
管
理
委
員
会
気
仙
沼
地
方
支
局
を
含
む
）�

11月
30日

〇
企
画
部

　
地
方
機
関

　
　
東
京
事
務
所
�

11月
９
日

〇
環
境
生
活
部

　
地
方
機
関

　
　
食
肉
衛
生
検
査
所
�

10月
24日

〇
保
健
福
祉
部

　
地
方
機
関

　
　
仙
南
保
健
福
祉
事
務
所
�

12月
26日

　
　
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
�

12月
22日

　
　
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
�

12月
22日

　
　
気
仙
沼
保
健
福
祉
事
務
所
�

11月
22日

　
　
高
等
看
護
学
校
�

11月
22日

　
　
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
�

10月
23日

　
　
さ
わ
ら
び
学
園
�

９
月
８
日

　
　
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
�

10月
12日

〇
経
済
商
工
観
光
部

　
地
方
機
関

　
　
大
阪
事
務
所
�

11月
29日

　
　
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
�

12月
26日

　
　
北
部
地
方
振
興
事
務
所
�

12月
８
日

　
　
北
部
地
方
振
興
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
�

11月
16日

　
　
東
部
地
方
振
興
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
�

11月
７
日

　
　
気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所
�

12月
１
日

　
　
計
量
検
定
所
�

９
月
21日

　
　
石
巻
高
等
技
術
専
門
校
�

11月
14日

　
　
気
仙
沼
高
等
技
術
専
門
校
�

12月
７
日

〇
農
政
部

　
地
方
機
関

　
　
仙
台
家
畜
保
健
衛
生
所
�

12月
20日

　
　
畜
産
試
験
場
�

10月
25日

〇
水
産
林
政
部

　
地
方
機
関

　
　
水
産
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
�

11月
14日

　
　
林
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
�

10月
26日

〇
土
木
部

　
地
方
機
関

　
　
北
部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
�

11月
16日

　
　
東
部
土
木
事
務
所
�

12月
22日

　
　
気
仙
沼
土
木
事
務
所
�

11月
30日

　
　
大
崎
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
�

10月
27日

　
　
栗
原
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
�

11月
20日

〇
教
育
庁

　
地
方
機
関

　
　
北
部
教
育
事
務
所
�

12月
８
日

　
　
東
部
教
育
事
務
所
�

10月
16日

　
　
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
�

10月
23日

　
　
志
津
川
自
然
の
家
�

10月
６
日

　
　
仙
台
第
一
高
等
学
校
�

10月
11日

　
　
石
巻
高
等
学
校
�

10月
12日

　
　
古
川
高
等
学
校
�

10月
12日

　
　
松
島
高
等
学
校
�

10月
13日

　
　
村
田
高
等
学
校
�

10月
17日

　
　
岩
出
山
高
等
学
校
�

11月
22日

　
　
岩
ヶ
崎
高
等
学
校
�

12月
26日

　
　
佐
沼
高
等
学
校
�

11月
７
日

　
　
登
米
高
等
学
校
�

11月
16日

　
　
南
三
陸
高
等
学
校
�

10月
５
日

　
　
中
新
田
高
等
学
校
�

10月
27日

　
　
松
山
高
等
学
校
�

11月
17日
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泉
松
陵
高
等
学
校
�

11月
16日

　
　
石
巻
西
高
等
学
校
�

10月
18日

　
　
柴
田
高
等
学
校
�

12月
19日

　
　
富
谷
高
等
学
校
�

11月
22日

　
　
蔵
王
高
等
学
校
�

12月
21日

　
　
迫
桜
高
等
学
校
�

10月
11日

　
　
角
田
高
等
学
校
�

10月
12日

　
　
古
川
黎
明
高
等
学
校
�

10月
25日

　
　
白
石
高
等
学
校
�

10月
11日

　
　
東
松
島
高
等
学
校
�

10月
３
日

　
　
黒
川
高
等
学
校
�

12月
７
日

　
　
伊
具
高
等
学
校
�

10月
17日

　
　
亘
理
高
等
学
校
�

12月
11日

　
　
加
美
農
業
高
等
学
校
�

12月
１
日

　
　
南
郷
高
等
学
校
�

11月
17日

　
　
本
吉
響
高
等
学
校
�

12月
６
日

　
　
石
巻
北
高
等
学
校
�

10月
24日

　
　
水
産
高
等
学
校
�

11月
27日

　
　
気
仙
沼
向
洋
高
等
学
校
�

11月
２
日

　
　
石
巻
工
業
高
等
学
校
�

11月
15日

　
　
石
巻
商
業
高
等
学
校
�

10月
13日

　
　
拓
桃
支
援
学
校
�

９
月
８
日

　
　
西
多
賀
支
援
学
校
�

12月
26日

　
　
古
川
支
援
学
校
�

12月
４
日

　
　
名
取
支
援
学
校
�

12月
21日

　
　
支
援
学
校
岩
沼
高
等
学
園
�

12月
７
日

　
　
古
川
黎
明
中
学
校
�

10月
25日

　
　
仙
台
二
華
中
学
校
�

12月
20日

〇
警
察
本
部

　
地
方
機
関

　
　
大
和
警
察
署
�

10月
26日

　
　
気
仙
沼
警
察
署
�

11月
１
日

　
　
南
三
陸
警
察
署
�

10月
５
日

　
　
築
館
警
察
署
�

10月
11日

　
　
加
美
警
察
署
�

11月
22日

２
　
監
査
結
果

　
�　
令
和
４
年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨

に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
合
規
性
、
正
確
性
の
ほ
か
、
経
済
性
、
効
率
性
及
び
有
効
性
に
意
を
用
い

て
行
い
ま
し
た
。

　
�　
そ
の
結
果
、
業
務
の
執
行
状
況
や
帳
票
等
を
確
認
し
た
範
囲
に
お
い
て
は
、
一
部
で
不
適
切
な
事
務
処
理
が
見
ら

れ
た
も
の
の
、
概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
�　
な
お
、
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に
注
意

を
し
ま
し
た
。
ま
た
、
宮
城
県
警
察
本
部
の
監
査
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
調
査
を
実
施
し
ま

し
た
。

　
⑴
　
仙
台
南
県
税
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
、
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
、
引
き
続
き
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、

更
に
適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
、
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
４
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
�96,633,507円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
206,906,519円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
303,540,026円

　
　
　
・
令
和
３
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
112,808,139円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
202,391,475円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
315,199,614円

　
⑵
　
東
部
県
税
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
、
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
、
引
き
続
き
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、

更
に
適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
、
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
４
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
�78,594,798円
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過
年
度
分
　
　
135,328,174円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
213,922,972円

　
　
　
・
令
和
３
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
�84,801,671円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
147,039,971円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
231,841,642円

　
⑶
　
東
部
県
税
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
、
引
き
続
き
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
更
に
適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
、
税
収
の
確
保

に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
４
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
�33,347,623円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
�58,597,098円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
�91,944,721円

　
　
　
・
令
和
３
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
�22,227,213円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
�65,918,716円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
�88,145,929円

　
⑷
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
、
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
、
引
き
続
き
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、

更
に
適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
、
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
４
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
�25,660,338円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
�82,057,160円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
107,717,498円

　
　
　
・
令
和
３
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
�24,174,232円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
�87,657,638円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
111,831,870円

　
⑸
　
仙
南
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
�　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金
に
お
い
て
、
収
入
未
済
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
に
向

け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
生
活
保
護
扶
助
費
返
還
金

　
　
　
　
・
令
和
４
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
14,242,866円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
58,296,951円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
72,539,817円

　
　
　
　
・
令
和
３
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
15,950,685円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
51,797,040円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
67,747,725円

　
⑹
　
気
仙
沼
保
健
福
祉
事
務
所

　
　
　
補
助
金
に
お
い
て
、
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
高
齢
者
保
健
福
祉
関
係
事
業
費
ほ
か
１
事
業
の
概
算
払
い
に
つ
い
て
、
当
該
年
度
中
に
精
算
行
為
を
行
っ
て

い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
４
件

　
　
　
　
・
金
額
　
3,449,795円

　
⑺
　
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー

　
　
�　
現
金
の
管
理
に
お
い
て
、
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら
れ

た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
現
金
で
領
収
し
た
診
療
費
を
、
職
員
が
自
己
の
机
の
引
き
出
し
に
不
適
切
に
保
管
し
、
収
納
事
務
及
び
領
収

書
発
行
の
遅
延
を
招
い
た
も
の
。
�

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
580円

　
⑻
　
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所

　
　
�　
需
用
費
、
委
託
料
及
び
備
品
購
入
費
に
お
い
て
、
引
き
続
き
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な

い
よ
う
内
部
統
制
の
体
制
整
備
を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）
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１
　
ラ
ミ
ネ
ー
ト
フ
ィ
ル
ム
に
つ
い
て
、支
払
遅
延
防
止
法
に
規
定
す
る
支
払
時
期
を
超
え
て
支
払
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
2,728円

　
　
　
２
�　
仙
南
地
域
移
住
・
定
住
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
制
作
業
務
ほ
か
３
件
に
つ
い
て
、
支
払
遅
延
防
止
法
に
規
定
す
る

支
払
時
期
を
超
え
て
支
払
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
４
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
5,188,060円

　
　
　
３
　
業
務
用
冷
蔵
庫
に
つ
い
て
、
検
収
日
か
ら
３
か
月
以
上
の
支
払
遅
延
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
341,000円

　
⑼
　
志
津
川
高
等
学
校
（
南
三
陸
高
等
学
校
）

　
　
�　
需
用
費
に
お
い
て
、
支
出
金
額
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
内
部
統
制
の
体
制
整
備

を
図
り
、
再
発
防
止
に
向
け
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
複
写
サ
ー
ビ
ス
料
金
に
つ
い
て
、
請
求
書
の
内
容
を
確
認
し
な
い
ま
ま
、
契
約
内
容
と
異
な
る
金
額
を
支
出

し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
期
間
　
　
　
令
和
２
年
４
月
か
ら
令
和
５
年
４
月
ま
で

　
　
　
　
・
正
支
出
額
　
2,613,270円

　
　
　
　
・
誤
支
出
額
　
2,126,200円

　
　
　
　
・
不
足
額
　
　
��487,070円

　
⑽
　
角
田
高
等
学
校

　
　
�　
需
用
費
の
支
出
に
お
い
て
、
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら

れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
複
写
機
の
支
払
い
に
つ
い
て
、
予
算
の
内
示
を
受
け
て
い
た
が
、
内
示
が
な
い
と
誤
認
し
、
一
部
を
団
体
費

で
支
払
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
２
件

　
　
　
　
・
金
額
　
8,800円

　
⑾
　
加
美
農
業
高
等
学
校

　
　
　
役
務
費
に
お
い
て
、
二
重
払
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
子
牛
登
記
手
数
料
に
つ
い
て
、
内
容
に
誤
り
の
あ
る
請
求
書
を
返
却
せ
ず
、
正
し
い
請
求
書
を
受
理
し
、
そ

れ
ぞ
れ
を
別
件
と
錯
誤
し
て
二
重
に
支
払
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
正
支
出
額
　
�6,800円

　
　
　
　
・
誤
支
出
額
　
13,600円

　
⑿
　
石
巻
商
業
高
等
学
校

　
　
�　
委
託
契
約
に
お
い
て
、
予
定
価
格
を
超
え
た
額
で
契
約
締
結
し
て
い
た
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発

し
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
事
業
名
　
　
事
業
系
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
処
理
業
務

　
　
　
　
・
予
定
価
格
　
10,000円

（
２
tト
ラ
ッ
ク
１
台
あ
た
り
）

　
　
　
　
・
契
約
金
額
　
15,000円

（
２
tト
ラ
ッ
ク
１
台
あ
た
り
）

　
⒀
　
支
援
学
校
岩
沼
高
等
学
園

　
　
�　
役
務
費
に
お
い
て
、
引
き
続
き
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
ら
れ
た

い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
電
話
料
金
に
お
い
て
、
期
限
日
ま
で
に
支
払
を
怠
り
、
延
滞
金
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
　
4,362円

　
　
　
　
・
延
滞
金
　
　
�40円


